
平成２３年度 公益財団法人春日井市食育推進給食会事業計画書 

 

平成２３年４月１日付け公益財団法人として設立した「公益財団法人春日井市食

育推進給食会」は、食育に関する種々の事業を実施するとともに、給食事業を通じ

て、児童生徒に食育の重要性を理解させ、健全な食生活を営む判断力と望ましい食

習慣を養う機会を設定し、豊かな人間性の形成、健康の保持増進を図るため次の事

業を行う。 

 

 

１ 食育に関する普及・啓発事業 

 

⑴ 収穫体験事業 

目的 

児童が農作物の収穫を体験し、農家とのふれあいを通して農産物と食

に対する理解を深めることで、食生活が自然の恩恵の上に成り立つもの

であることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに

環境の保全に寄与する態度を養うこと、食生活が食にかかわる人々の

様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んず

る態度を養うことを目的とする。 

内  容 時 期 場 所 

給食で使用する「巨峰」を栽培している農園へ児童

が赴き、生産者から巨峰の栽培方法、粒の大きさ、甘

さなどの話を聞き、児童１人１房のぶどうを収穫した

後、ものさしや糖度計を使って、大きさ、甘さを計測

し、農作物の収穫作業を体験する。 

９月 巨峰栽培農家 

 

⑵ 食育に関する啓発事業 

目的 

給食の内容、給食を調理する過程、衛生面への配慮、キャラクターに

よるＱ＆Ａなどを通して、市民への情報を発信するとともに、児童生徒

への食に関する正しい理解と適切な判断力を養う情報を発信すること

で、日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を

営むことができる判断力を培い、望ましい食習慣を養う。 

内  容 

ホームページによる啓発 

リーフレットの配布 

 



２ 給食を機会とした食育の推進事業 

⑴ ふれあい給食事業 

目的 

児童が生産者、調理員等と給食を一緒に食べながら、市内で収穫され

た農産物、栄養、調理に関する話を直接聞き、食の大切さを学ぶことで、

食生活が、食にかかわる人々の様々な活動に支えられていること、自然

の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び

自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度や勤労を重んず

る態度を養い、食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導く

ことを目的とする。 

内  容 回 数 

市内小学校の児童を対象に、生産者等と農産物に関する、生育か

ら収穫までの過程など、児童生徒との交流を図る。 
８回 

  

⑵ 思い出の給食事業 

目的 

市内公立小学校６年生及び中学３年生に、思い出に残った給食に関す

る作文等を募集し、「思い出の給食」として献立に採用することで、学

校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うことを目的とす

る。 

内  容 

市内公立中学校の３年生及び市内小学校６年生を対象に、学校生活において給食にま

つわる思い出に残った出来事に関する作文・イメージを募集し、「思い出の給食」と題

した給食の献立に採用する。 

  

⑶ 親子料理教室事業 

目的 

人気の高い給食の献立を親子で一緒に作ることで、親子の絆が深まる

とともに、日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食

生活を営むことができる判断力を培い、望ましい食習慣を養うことを目

的とする。 

内  容 回 数 

市内小中学生とその保護者を対象に、学校給食で人気があ

り、残さいの少ない献立を食育推進委員会で選定し、市内公

共施設の料理教室で、献立レシピから実際の調理方法等を行

う。 

８回 

 

 



⑷ シェフの給食事業 

目的 

ホテルプラザ勝川のシェフが考案した献立の給食を提供することで、

児童生徒にいつもの給食では味わえない新しい味を経験させ、食事に対

する興味を引出す。 

内  容 回 数 

ホテルプラザ勝川のシェフが考案した献立の給食実施日にシェ

フが学校訪問し、献立や調理に関する話をする。 
５回 

  

⑸ 給食事業 

目的 

春日井市内における学校給食及び保育園給食を、公益法人独自の基本

コンセプトに基づき、適切かつ円滑に実施することで、適切な栄養の摂

取による健康の保持増進を図ること、学校及び保育園生活を豊かにし、

明るい社交性及び協同の精神を養うこと、地域の優れた伝統的な食文化

についての理解を深めることを目的とする。 

ア 物資選定事業 

内      容 

給食物資の調査、研究 給食物資納入業者への立ち入り調査 

給食物資の選定 給食材料の調達 

イ 給食事業 

区 分 実施日 対 象 備考 

小学校 １９３日 ３９校  

中学校 １９３日 １５校  

保育園 ２９５日 ６園  

 



３ 組織 

⑴ 事務局の配置 

  事務局長 １人 

事務職 栄養士 
区 分 

正規職員 正規職員 パート職員 

企画経営課 ７人 ３人 １人 

 

⑵ 調理場の配置 

事務職 栄養士 
区 分 

正規職員 パート職員 正規職員 パート職員 

藤山台 １人 １人 １人 １人 

前 並 １人 １人 ０人 １人 

稲 口 １人 １人 １人 １人 

白 山 １人 １人 １人 １人 

計 ４人 ４人 ３人 ４人 

 

調理職員 
区 分 

正規職員 パート職員 

藤山台 １１人 ２３人 
午前１２人 

午後１１人 

前 並 １２人 ３６人 
午前２１人 

午後１５人 

稲 口 １２人 ３７人 
午前２１人 

午後１６人 

白 山 １２人 ３７人 
午前２１人 

午後１６人 

計 ４７人 １３３人 
午前７５人 

午後５８人 

 

 

 

 

 

 



 ⑶ 配膳パート職員 

区分 人員 

小学校（３９校） １３４人 

中学校（１５校） ３２人 

 計 （５４校） １６６人 

 

 ⑷ 保育園の配置 

調理職員 
区 分 

正規職員 パート職員 

勝川北部 ２人 ３人 

柏 原 ２人 ２人 

柏 原 西 １人 ４人 

小  野 ２人 ３人 

味  美 ３人 ２人 

大  手 ２人 ２人 

計 １２人 １６人 

 

 ⑸ 職員研修 

   衛生、食育、調理等に関する職員の意識の高揚と能力開発に努め、自主的か

つ意欲的に業務に取り組む職員の育成を図るため、職員研修計画に基づき実施

する。 

 

⑹ 委員会 

  食育推進委員会、ホームページ委員会、物資選定委員会、業務改善委員会、

労働安全衛生委員会 

 


